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（１）CO2排出量の削減（特に電気使用量の削減） 

 地球温暖化の防止を図るため、CO2の排出抑制に取り組む 

 
CO2 排出量 1,589 トン以下 

（電気使用量 237.1 万 kWh 以下） 

 

 

CO2 排出量 1,302 トン（削減率 18.1%） 

（電気使用量 216.3 万 kWh（削減率 8.8%）） 

 

達 成 

 

 

 

研究所では、地球温暖化の防止を図るため、電気や、 

軽油などの各種燃料の使用量削減に向けた取り組みを 

進めています。 

平成 30 年度は、「節電行動の徹底」を重点目標に掲

げて設備機器や試験研究機器の使用の適正化に取り組

みました。 

その結果、CO2 排出量は 1,302 トンで、前年度に比

べ７９トン削減し、目標を達成しました。また、電気使

用量は 216.3 万ｋＷｈで、前年度に比べ 8.4 万ｋＷｈ

減少し、目標を達成することができました。 

令和元年度は、引き続き設備機器等について一層の 

電気使用量削減に取り組みます。さらに、羽曳野サイト 

では、デマンド値（最大需用電力）を意識した取り組み 

を行います。具体的には、無駄な電気の使用を無くすこ 

とや、電気の使用時間帯をずらすなど、瞬間電気使用量を抑える取り組みを進め、一層

の節電につなげていきます。 

 

 

 

電気使用量 

達 成 

1 環境配慮の取り組み 

H30 目標 

実 績 
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〇電気使用量のリアルタイム管理 

羽曳野サイトでは、電気使用量をリアルタイムで把握 

しています。デマンド値が計画値を超えそうな時は、た 

だちにサイト内の職員にその旨を周知するとともに、空 

調設定温度の変更や共用部照明の調整などの対策を実施 

しました。 

 

〇自然エネルギーの活用 

羽曳野サイトでは、新棟（北棟・南棟）屋上に 40kW、

新実験棟屋上に 20kW の合計 60kW の太陽光パネル

を設置しています。平成 30 年度の発電量は約 7.３万

kWh で、得られた電気は空調、実験設備及び分析機器

で使用する電気の一部として利用しました。 

 

（２）紙の使用量の削減・上水道使用量の削減 

 
調査・研究・教育・研修等の活動における環境保全対策に加え、エコオ

フィス活動も徹底して進める 
 

 コピー用紙使用量 70.2 万枚以下、水使用量の管理 

 
コピー用紙使用量  66.０万枚（削減率 6.0％）、節水による水使用量

の削減等 

 

達 成 

 

 

 

〇コピー用紙の使用量削減 

研究所では、「紙の使用量の節減」を重点目標に掲げ、

研究所内の会議や稟議の方式を見直し、資料のペーパー

レス化に取り組みました。 

具体的には、会議資料を電子データ化するとともに、

会議にはパソコン持参で出席することや、稟議書添付文 

書の電子化・資料の両面印刷の徹底を行い、職員一人 

ひとりが意識して紙の使用量の削減に取り組みました。 

モニター画面 

新棟の太陽光パネル 

H30 目標 

実 績 

会議の様子 
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その結果、平成 30 年度のコピー用紙使用量は 66.０万枚で、前年度に比べ 7.2 万枚

削減し、目標を達成しました。 

 

〇水使用量の管理 

研究所では、節水による水使用量の節減に努めていま

す。羽曳野サイトでは、日々水道メーターによる使用量

の確認を行うとともに、適宜水道管の漏水チェックを実

施し、確認された漏水箇所の修理を迅速に行っています。 

 その結果、平成 30 年度の水道水使用量は 9.6 万 m3

で、前年度に比べ 6.8%の削減となりました。 

 

（３）化学物質（薬品）の適正管理 

 化学物質を適正に管理し、環境汚染の未然防止を徹底する 

 化学物質の適正管理の徹底 

 化学物質の管理を適正に行った 

 

達 成 

 

 

 

研究所では、調査研究業務で分析用試薬や農薬など多くの種類の化学物質を使用して

います。 

化学物質の使用・保管にあたっては、関係法令を順守するとともに、薬品管理規定や

薬品管理手順書を定め、薬品購入量・使用量・保管量の記録、棚卸しなどを行いました。 

 

〇毒物・劇物 

研究所では、毒物・劇物は「毒物及び劇物取締法」に

基づき、適正に使用・保管を行っています。 

毒物・劇物に該当する化学物質は、法定の表示をした 

専用ロッカー及び薬品保管用冷蔵庫で保管（常時施錠） 

しています。また、各グループの責任者による鍵の管理 
薬品保管ロッカー 

H30 目標 

実 績 
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や、定期的な量の記録、棚卸しの実施を義務づけています。 

 

〇危険物 

研究所では、危険物は「消防法」に基づき、適正に使

用・貯蔵を行っています。 

危険物に該当する化学物質は、一つの棟に保管できる

量が消防法で規定されているため、研究や分析等で高頻

度・定常的に使用するものは、危険物屋内貯蔵所で集中

保管のうえ使用量、在庫量等の管理を適正に実施してい

ます。 

 

〇労働安全衛生 

研究所では、試薬や農薬の購入時に SDS（安全デー

タシート）を入手し、化学物質のリスクアセスメントを

実施しています。試薬等については危険性や取扱上の注

意事項を確認のうえ適正な使用を行っています。 

 

 

（４）廃棄物の排出抑制 

 
３R（リデュース、リユース、リサイクル）を推進し、廃棄物の排出抑

制に取り組む 
 

 再生できない一般廃棄物排出量 30.7 トン以下 

 再生できない一般廃棄物排出量 8.9 トン（削減率 71%） 

 

達 成 

 

 

 

研究所では、廃棄物の排出抑制に取り組んでいます。 

平成 30 年度の再生できない一般廃棄物（通常事務事 

業から発生するもの）排出量は 8.9 トンで、目標を達 

成しました。 

 

H30 目標 

実 績 

危険物屋内貯蔵所 

作業場所でのＳＤＳの掲示 
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分別ボックス 

 

〇紙ごみのリサイクル 

研究所では、執務室内に紙ごみ分別ボックスを設置し、

不要となった紙ごみの分別を徹底しています。 

また、各サイトの一般廃棄物集積ヤードに秤を設置し、

毎月、紙ごみの種類別発生量を把握しています。 

さらに、リサイクルが可能な古紙は、地元自治会等の

回収に協力するなど、リサイクルに努めています。 

 

〇研究に伴う廃棄物の適正処理 

研究所では、金属くず、廃プラスチック類などの産業廃棄物及び研究・分析で生じた廃

試薬等の特別管理産業廃棄物について法律に基づき適正に処理業者に処理を委託しまし

た。 

 

（５）グリーン調達 

 物品等の調達にあたっては、グリーン調達を推進する 

 事務用品の調達件数に占める環境物品の割合 100％ 

 事務用品の調達件数に占める環境物品の割合 100％ 

 

達 成 

 

 

 

研究所では、「大阪府グリーン調達方針」に準拠して環境物品等（環境配慮製品）のグ

リーン調達を推進しています。また、同方針に掲げる分野のうち、「3. 文具類（事務用

品・封筒・雑貨）」の全品目についてグリーン調達率の数値目標を定めています。 

平成 30 年度のグリーン調達率は 100％で、目標を達成しました。 

 

 

 

 

 

H30 目標 

実 績 
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水生植物園（寝屋川サイト） 

 

（６）生物多様性の保全 

 
研究所の豊かなみどり・水環境を適切に管理し、生物多様性の保全に

努める 

 緑化展示園、水生植物園、ビオトープ等の管理の徹底等 

 緑化展示園、水生植物園、ビオトープ等の管理を適切に行った 

 

達 成 

 

 

 

羽曳野、寝屋川の各サイトでは、それぞれの立地条件等を活用してビオトープ等の生

物保全施設を整備し、府民の皆様に開放しています。 

緑化展示園等については、適切に管理し、多様な動植物の生息環境の保全に努め、生

物多様性の維持を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑化展示園（羽曳野サイト） 

H30 目標 

実 績 
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（１）技術支援の実施 

〇省エネ・省 CO2 相談窓口 

研究所では、府域の温室効果ガス排出の多くを占める中小事業者

の省エネルギーの取り組みを促進するため、「省エネ・省 CO2相談

窓口」を運営しています。 

事業所を訪問し、電気やガスなどの使用状況や設備の運転管理状

況など省エネ診断を行い、設備等の運用管理等について提案しまし

た。 

（H28 年度：48 件 H29 年度：33 件 H30 年度：13 件） 

 

 

 

 

 

〇省エネセミナーの開催 

研究所では、中小事業者向けの省エネ・省 CO2に関する

セミナーを 2 回開催し、取り組みの成功事例や経営力強化

につながる省エネのポイント等をご紹介したほか、業界団

体等向けの省エネに関する講演を 3 回実施しました。 

 

 

 

 

〇環境技術評価・普及事業 

研究所では、大阪の中小・ベンチャー企業が開発した

優れた環境技術・製品を評価し、普及を支援する事業「お

おさかエコテック」を実施しています。 

選定された技術・製品は、各種展示会・商談会等への

出展や、ホームページでの紹介等の普及支援活動を行い

ました。 

 

 

2 社会的取り組み 

     
事前調査 

（エネルギー使用量や   

 設備概要の書類審査） 

 

診断 
申込み 

現地調査 
（事業所を訪問し、 

エネルギーのムダを診断） 
  

診断結果報告 
（事業所を再度訪問し、 

省エネの提案） 

展示会の様子 

電力計測の様子 

省エネ・省 CO2セミナーの様子 
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（２）情報発信 

〇ホームページ等による情報発信 

研究所では、環境・エネルギーに関する技術支援のほ

か、研究所の成果や事業紹介、イベント告知等について

ホームページに182回、facebookに161回更新し、

即時性のある情報提供を行いました。 

さらに、「環農水研メルマガ」や「環境技術情報メー

ル配信サービス」等のメールマガジンを発行しました。 

 

○イベント等の開催 

 研究所では、平成 29 年度末に水生生物センターの本館建て替え工事が完了したこと

を契機として、水辺の生きものだけでなく、森林や里山の生きものに関する調査・研究

を集約し、その名称を「生物多様性センター」と改めました。今後、府民が生物多様性

の保全に取り組まれる際の活動支援を行っていきます。10 月にお披露目として、「生き

ものふれあいイベント」を開催し、約 60 名のご参加いただいた方々に様々な生き物の

つながりを学んでいただきました。さらに、11 月に生物多様性をテーマとして「環農水

研シンポジウム 2018」を開催し、約 200 名のご参加いただいた方々に、生物多様性

を豊かに育むためのトピックスについてお話ししました。 

 

 

 

 

 

 

 

また、中学生・高校生向け公開講座や夏休みこども体験等を実施し、身近な自然との

関わりや環境の大切さなどを、楽しい実験や体験を通じて学んでいただきました。加え

て、前述の「省エネ・CO2 セミナー」、「大阪湾セミナー」及び「家庭園芸セミナー」等

を開催しました。 

 

 

 

 

 

 

研究所ホームページ 

夏休みこども体験  

「食と農の教室」 

中学生・高校生向け公開講座 

「ふるさとの空を守ろう！！ 

～PM2.5 の謎を解き明かそう～」 

生きものふれあいイベント 環農水研シンポジウム 2018 
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（３）地域社会における先導的役割の発揮 

〇「大阪ぶどう」を核とした地域振興 

研究所では、大阪のぶどう産地の躍進を目指し、西日

本初となるぶどうとワインの専門研究施設「ぶどう・ワ

インラボ」を新設し、平成 30 年度より本格的に稼働開

始しました。これを契機として、「大阪ぶどう」を核と

した魅力ある地域づくりを推進しています。 

平成 30 年５月 10 日には『「大阪ぶどう」地域活性

化サミット』を開催し、大阪府内や全国から 130 名の

ぶどう・ワインに関わる方々にご参加いただきました。 

以後、関係団体等が一体となって、ぶどうを核とした

魅力ある地域づくりを推進していこうと、熱意のこもっ

た決意表明と共同宣言を樹立しました。 

 

 

〇特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」の防除 

大阪府内では、サクラやモモなどバラ科樹木を加害す

る特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」による被害の

拡大が続いています。研究所では、生態・被害の確認・

防除方法などについてとりまとめた「クビアカツヤカミ

キリ被害対策の手引書」を作成するなど、本種を効果的

に防除するための取り組みを進めてきました。また、手

引書の中から対策上重要な項目を取り上げ、YouTube

チャンネルにて、【動画】クビアカツヤカミキリについ

て知ろう「生態編」、「ネット巻編」、「被害樹処分編」

を公開しました。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

共同宣言の様子 

ぶどう・ワインラボの視察 

特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」 

動画「クビアカツヤカミキリについて知ろう」 
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〇天然記念物イタセンパラの野生復帰事業 

研究所と国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所

は、共同でイタセンパラの野生復帰事業に取り組んでい

ます。 

平成 30 年度においても大阪市旭区の淀川河川敷に

ある城北ワンドにおいて、地域市民団体・大学・企業・

行政等と研究所の連携組織「淀川水系イタセンパラ保全

市民ネットワーク（イタセンネット）」が、外来種の駆

除、河川清掃、密漁防止の啓発を行いました。10 月に

開催された「イタセンパラシンポジウム in 淀川 2018」

では生きたイタセンパラを出張展示し、100 名を超え

る来場者の方にご覧いただきました。 

また、10 月には、生きたイタセンパラを教室に展示

し、生きている二枚貝に産卵する不思議な生態を解説

し、大阪や淀川の自然環境と生き物の大切さを体感して

いただく小学校への出前授業「天然記念物の淡水魚イタ

センパラを知ろう」を２回開催し、合計約７０名の児童

の参加がありました。 

 

〇府内における生物多様性の普及啓発 

研究所では、府から委託を受け作成した生物多様性

研修プログラム「知ろう・伝えようおおさかの生物多

様性」を活用し、府内の教員や行政担当職員、事業者

等に対し、生物多様性の普及啓発を行っています。ま

た、調査研究で得られた情報を広く府民に発信するた

め、企画展を３回実施するとともに、企画展のテーマ

に合わせ、一般府民を対象としたセミナー（生物多様

性センター談話会）を開催しました。そのほか、28団体の見学研修を受け入れ、合計

約700名の方に府内の生物多様性について学んでいただきました。また、担い手育成

として、生物多様性センターサポートスタッフ制度の運営を行い、4回のサポートスタ

ッフ講習会を開催しました。 

 

 

 

 

イタセンパラ 

小学校での出前授業 

生物多様性センター談話会 
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平成 30 年度は、平成 3１年 2 月及び３月に内部環境監査責任者をチーフとした監査

チームにより、各サイトの環境監査を実施しました。 

具体的には、エネルギー、薬品、廃棄物及び高圧ガス等に関する状況並びに法令手続

きの実施状況についてのチェックを行いました。 

 監査では、内部環境監査責任者から、危険物屋内貯蔵所に保管されている薬品のガラ

ス容器については、非接触措置を十分に行うことにより破損の危険性がないように管理

する必要がある旨の指摘がありました。報告を受けて理事長が環境管理責任者等へ改善

を指示しました。 

エネルギー管理（空調・照明）については、全サイトで適切に運営されていることが

確認されました。また、ガソリン使用量の増加が認められたことから、自動車の運

転にあたってはエコドライブに配慮し燃費向上に貢献することが要検討事項として

記載されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 内部環境監査 

 

 

 

内部環境監査 
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（１）数値目標 

 環境指標とその目標 取組項目 

１ CO2 排出量 

【1,589 トン】 

エネルギー使用量の抑制 

・電気、ガス（天然ガス、LP ガス）、軽油等の使用量の削減 

・エネルギー使用量の記録と CO2 排出量の把握 

２ 電気使用量 

【2.371MWh】 

電気使用量の削減 

・昼休みの消灯 

・未使用室の消灯徹底 

・冷暖房温度の設定管理（空調機器の適正管理） 

 電力デマンド値 

（羽曳野サイト） 

【470kW 以下】 

電気使用量の平準化 

・ピークカット、ピークシフト 

３ 紙の使用量 

【62.7 万枚以下】 

コピー用紙の使用量削減 

・両面印刷、集約印刷の活用、裏紙の利用 

・コピー用紙使用枚数の把握（Ａ４換算） 

４ 一般廃棄物排出量 

（再生できないごみの量） 

【30.7 トン以下】 

再生できないごみ量の削減 

・執務室・給湯室のごみ箱に捨てる廃棄物の量の削減 

・古新聞・古雑誌等の再生可能なものは、古紙回収業者へ 

５ グリーン調達 

【100％】 

大阪府グリーン調達方針の対象品目 

・文具類（事務用品・封筒・雑貨）のグリーン調達 100% 

・支出契約決議の起案時にグリーン調達情報を入力 

（２）行動目標 
 環境指標とその目標 取組内容 

１ 上水道使用量の削減 水使用量の管理 

・節水による水使用量の削減 

・漏水等の把握・対応 

・井水の効率利用の推進 

２ 化学物質の適正管理 薬品等の適正管理 

・薬品の適正管理、廃液・廃棄試薬の適正処理 

・薬品の購入量・使用量・保管量（残量）の記録 

３ 生物多様性の保全 みどり・水環境の管理 

・緑化展示園・生垣展示園・緑化樹見本園の管理 

・ビオトープ池等の管理・生物調査 

（３）取り組み例 
照明・機器 ・昼休みの執務室消灯 

・間引き点灯・人感センサーの導入 

・未使用 PC の電源 OFF、PC ディスプレイの照度低下 

・OA 機器（FAX 以外）、ポット等の電源 OFF 

空調 ・冷暖房時の室内温度を管理（目安：冷房時 28℃、暖房時 19℃） 

・空調使用時の扉の開放禁止 

・夏の軽装勤務「エコスタイル」（５月～１０月） 

参考 目標（令和元年度） 
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【編集方針】 

 作成目的  研究所の環境に関する取り組みや目標についてお伝えすることを目的に

しています。 

 対象期間  平成 30 年度（平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月）の活動を中心に記載

しています。 

 対象範囲  次の各サイトを対象としています。 

        ・環境農林水産総合研究所（羽曳野市：羽曳野サイト） 

          ・水産技術センター（泉南郡岬町：岬サイト） 

        ・生物多様性センター（寝屋川市：寝屋川サイト） 

        ※なお、平成 30 年４月から水生生物センターを「生物多様性センター」

に改称しています。研究所の本部は、環境農林水産総合研究所（羽曳野

サイト）に置き、水産技術センター、生物多様性センターの３サイトで

運営しています。 

 対象活動  各サイトにおける調査研究・教育活動、行政・農林水産業者に対する 

       技術支援、事務活動、施設等の維持管理、企業等との協働活動です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

地方独立行政法人 大阪府立環境農林水産総合研究所 

総務部 管理グループ 

    〒583-0862 羽曳野市尺度４４２ 

    TEL：072-958-6552   FAX；072-956-9691 

    http://www.kannousuiken-osaka.or.jp 

発  行 

令和元年 1２月 


